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【重点要望事項】 
 

地域住民が健康で安全・安心に暮らすことができる地域づくりを進めるため、

次の事項について、積極的な措置を講じるよう要望する。 

 

１ 子ども医療費助成の拡充について 

 

 子ども医療費助成制度について千葉県の助成対象は、入院は中学校３年生

まで、通院・調剤は小学校３年生までとしている。 

しかし、現状は、子育て家庭への支援として自治体が独自に上乗せ助成を

実施しており、自治体間で助成内容に格差が生じている。 

この格差を解消することは、子育て世代の経済的負担を軽減するという 

国の方針とも合致し、少子化社会においては重要な施策である。 

また、本来、医療については地域差なく誰もが安心して医療を受けられる

体制であるべきであり、平等な対応が望まれるものである。 

ついては、次の事項について要望する。 

（１）通院・調剤・入院の助成対象を高校３年生相当まで拡充すること。 

（２）上記（１）について、全国一律の制度として実施するよう、国に積極

的な働きかけを行うこと。 
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２ 農業の経営安定化に向けた継続的な支援及び拡充について 

 

農業は今、高齢化による労働力不足、少子化に伴う担い手不足、耕作放棄

地の増加、農業生産資材の高騰、世界経済からの影響など様々な要因により、

厳しい状況が続いている。 

この状況は、農業を基幹産業とする町村での地域経済への悪影響、ひいて

は食料自給率の低下や食料安全保障の確保にも障害を及ぼす可能性があり、

多角的かつ継続的な取組みが必要不可欠となっている。 

ついては、強い農業と活力ある農村の実現に向け、意欲ある農業者が将来

にわたって安心して営農に取組むことができるよう、次の事項について要望

する。 

（１）農業生産資材の価格高騰に対し、農家の実質負担の軽減に効果的な支

援制度の積極的な取組みと充実・強化を図りつつ、恒久的な制度にする

こと。 

（２）生産コストの価格転嫁が十分に出来ていないことから、適正な価格形

成に向けた仕組みの構築を継続的に図ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重点要望事項 
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３ 有害鳥獣対策ついて 

 

有害鳥獣については、これまでさまざまな対策を講じてきているが、生息

環境の変化、高齢化による捕獲従事者数の減少などにより、有害鳥獣の数は

増加し、農作物に対する被害は年々増加傾向にある。 

また、田畑や山林のみならず、住宅地や道路にも有害鳥獣が出没するな

ど、その行動範囲が拡大しており、近年増加しているキョンやイノシシなど

による車両被害も増加傾向にあり、通勤、通学者を始めとした歩行者に対す

る対策も強化していく必要がある。 

こうした状況の中、財産のみならず身体・生命を守るためには、生態系に

配慮しながら、有害鳥獣を一定数駆除する必要があるが、捕獲後の処理にか

かる負担や駆除が追いつかないなどの課題もあり、現状は個体数削減に至っ

ていない。 

ついては、有害鳥獣駆除の促進や負担軽減など有害鳥獣対策の推進につい

て、次の事項を要望する。 

（１）有害鳥獣の生息環境や生息頭数を把握するための継続的な調査を実施

すること。 

（２）近年増加するキョンを中心とした有害鳥獣の広域的な駆除作業を実施

すること。 

（３）捕獲従事者の負担を軽減するための有害鳥獣対策にかかる補助金を拡

充すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重点要望事項 
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【要望事項】 

 

第１ 町村行財政の充実強化について 

 

１ 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に対する対応について 

 

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づき、過疎市町村が

実施する過疎対策事業が円滑に実施できるよう、過疎対策事業債や補助金等

各種支援制度の維持・拡充を図ることについて、引き続き国に積極的な働き

かけを行うことを要望する。 

 

 

 

２ 土砂災害特別警戒区域における固定資産税評価の補正に係る財政支援に

ついて 

 

土砂災害特別警戒区域内にある宅地については、建築物の構造規制が課

せられ、宅地としての通常の用途に供するとした場合に利用の制限があると

認められることから、特別警戒区域内に存しない宅地の価格に比して、一定

の減価が生ずるものとして山間部の多くの自治体で補正率を反映させてい

る。 

 該当する宅地に補正率を反映させるにあたり、画地や図面等の基礎資料の

作成については各自治体の負担となっている。 

 ついては、土砂災害特別警戒区域における固定資産評価の補正を実施する

ための補助金制度を創設することを要望する。 
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第２ 総合行政の充実強化について 

 

１ 成田国際空港の更なる機能強化に伴う周辺地域整備計画期間の延長及び

土地利用について 

 

成田国際空港の機能強化により、空港周辺地域におけるまちづくりの新た

な展開が加速する中、令和７年４月にはＮＲＴエリアデザインセンターが設

立され、空港と地域が共栄するエアポートシティの構築に向けた検討が始ま

ったところである。 

現在の成田国際空港周辺地域整備計画の期間は令和１０年度までとなっ

ているが、滑走路等の主要整備に加え、地域全体のインフラ整備や都市機能

強化の推進には、より長期的な視点が求められる。 

また、空港周辺には農業振興地域や文化財埋蔵地など土地利用に関する

様々な制約が存在し、インフラ整備や産業・居住機能の集積には数多くの課

題を抱えている。 

ついては、次の事項について要望する。 

（１）空港周辺地域の持続的な発展と空港機能強化の効果の最大化を図る 

ため、地域整備計画期間の延長が図られるよう、国に積極的な働きかけ

を行うこと。 

（２）地域未来投資促進法等の拡大運用等による空港周辺地域における土地

利用の弾力化に加え、市町村が独自に実施する事業化に向けた調査及び

計画策定等の業務に対して、財政支援を講じること。 
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２ 市町村水道総合対策事業補助金の継続及び見直しについて 

 

少子高齢化の進展等に伴い給水人口・給水量が減少し、今後、長期的な水

需要予測においても減少傾向で推移するものと見込まれる。一方、水道施設

の老朽化に伴い、維持管理費が増加することで今後の水道経営はますます厳

しくなると考える。 

こうした中、安全な水を安定的に供給し、千葉県内における水道料金の格

差是正を図るため、市町村水道総合対策事業補助金による財政支援が行われ

ている。 

しかし、当該補助金の算定は、水道企業団等を構成する市町村の場合、当

該企業団等を構成するすべての団体の財政力指数を合算し平均した数値が用

いられることや、給水区域割合を反映したものになっていないなど不十分な

面がある。 

ついては、市町村水道総合対策事業補助金の継続とともに、市町村の財政

状況や給水実態を考慮した支援となるよう、当該補助金の見直しを要望す

る。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２ 総合行政の充実強化 
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第３ 健康福祉行政の充実強化について 

 

１ 保育所多子世帯支援・保育料助成事業について 

 

現在、多子世帯の経済的な負担軽減のため、３歳未満児の保育料について、

保育園等に同時に通所する第２子は半額、第３子以降は無償となっている。 

千葉県の合計特殊出生率は、１．２５人（平成３０～令和４年）と全国平

均と比べ低く、少子化の危機的な状況にあるため、子どもを安心して産み、

育てられる環境づくりを確保し、出生数の増加を目指すため、第２子以降の

保育料を完全無償化できるよう、国に対して積極的な働きかけを行うととも

に、千葉県からの財政支援についても拡充を要望する。 

 

 

 

２ 子ども医療費助成の拡充について（再掲） 

 

子ども医療費助成制度について千葉県の助成対象は、入院は中学校３年生

まで、通院・調剤は小学校３年生までとしている。 

しかし、現状は、子育て家庭への支援として自治体が独自に上乗せ助成を

実施しており、自治体間で助成内容に格差が生じている。 

この格差を解消することは、子育て世代の経済的負担を軽減するという 

国の方針とも合致し、少子化社会においては重要な施策である。 

また、本来、医療については地域差なく誰もが安心して医療を受けられる

体制であるべきであり、平等な対応が望まれるものである。 

ついては、次の事項について要望する。 

（１）通院・調剤・入院の助成対象を高校３年生相当まで拡充すること。 

（２）上記（１）について、全国一律の制度として実施するよう、国に積極

的な働きかけを行うこと。 
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３ 地域医療の実情を踏まえた支援等について 

 

地域医療体制の充実強化に向けては、民間病院において不採算とされる、

救急等の政策的医療の提供を行っている公的病院の経営の安定化等を図る必

要がある。 

ついては、次の事項について要望する。 

（１）千葉県の保健医療計画に定められている二次保健医療圏における、関

係自治体・医療機関間の連携（財政的支援も含む。）に係る取決め等の構

築について、千葉県が主体的に取り組むこと。 

（２）公立病院における救急等の政策的医療の提供に対する新たな支援制度

（補助金）を創設すること。 

（３）現在、山武長生夷隅保健医療圏における救急医療の拠点病院としての

役割を担っている東千葉メディカルセンターについて、累積赤字の取扱

いや解消に向けた手立てなどについて共に考えるとともに、センターに

おける人材の確保などに係る支援を継続すること。 

 

 

 

４ 千葉県と小規模町村との人材確保について 

 

高齢化に伴って保健指導や健康相談を担う保健師の需要はますます高ま

っている。 

また、地域住民のニーズの多様化に対応するため、保健、医療、福祉、介

護の連携が図られていることから保健師の活動領域は広がっている。 

しかし、都市部での勤務を希望する者が多いため、採用試験を実施しても

受験者が集まらず、小規模町村は人材の確保に苦慮している。 

ついては、他県でも取組が進められているように、本県においても、千葉

県により、町村の中長期的な需要を把握した上で、計画的に保健師を採用し、

町村への派遣を要望する。 

 

 

 

 

 

第３ 健康福祉行政の充実強化 
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５ 地域医療体制の確立について 

 

高齢人口の増加や生産年齢人口の減少が続く中、地域において必要な医療

を安定的かつ継続的に提供していくために、保健医療提供体制の充実が緊急

の課題となっている。 

しかし、二次保健医療圏は、医師の確保が進まず医師少数区域であり基準

病床数を満たしていない現状である。 

また、長生郡市には、救命救急センターが設置されておらず、救急搬送に

も時間を要している。 

さらに、圏域内に周産期母子医療センターや母体搬送ネットワーク連携病

院が所在しておらず、分娩できる施設も限られている。 

千葉県は、圏域ごとに確保すべき医師の数の目標を定めているが、圏域内

では医師の定着が図れていない状況が続いている。 

ついては、今後、医療を必要とする患者が増えていく見込みの中、住み慣

れた地域で安心して暮らし続けられるよう、医療提供体制の構築及び医療従

事者の確保等の取り組みを促進することを要望する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３ 健康福祉行政の充実強化 
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第４ 環境生活行政の充実強化について 

 

１ 有害鳥獣対策について（再掲） 

 

有害鳥獣については、これまでさまざまな対策を講じてきているが、生息

環境の変化、高齢化による捕獲従事者数の減少などにより、有害鳥獣の数は

増加し、農作物に対する被害は年々増加傾向にある。 

また、田畑や山林のみならず、住宅地や道路にも有害鳥獣が出没するなど、

その行動範囲が拡大しており、近年増加しているキョンやイノシシなどによ

る車両被害も増加傾向にあり、通勤、通学者を始めとした歩行者に対する対

策も強化していく必要がある。 

こうした状況の中、財産のみならず身体・生命を守るためには、生態系に

配慮しながら、有害鳥獣を一定数駆除する必要があるが、捕獲後の処理にか

かる負担や駆除が追いつかないなどの課題もあり、現状は個体数削減に至っ

ていない。 

ついては、有害鳥獣駆除の促進や負担軽減など有害鳥獣対策の推進につい

て、次の事項を要望する。 

（１）有害鳥獣の生息環境や生息頭数を把握するための継続的な調査を実施

すること。 

（２）近年増加するキョンを中心とした有害鳥獣の広域的な駆除作業を実施

すること。 

（３）捕獲従事者の負担を軽減するための有害鳥獣対策にかかる補助金を拡

充すること。 
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第５ 商工労働行政の充実強化について 

 

１ 千葉県立房総のむらの施設及び機能の拡充について 

 

房総のむらは、成田空港に近接し、本県の伝統的な暮らしや文化に触れる

ことができる体験型博物館であり、国内外から多くの方々が訪れる、千葉県

を代表する誘客施設として大きな観光資源と言える。 

現在はコロナ禍の影響から脱却し、隣接の町営観光拠点施設「ドラムの里」

との連携のもと、インバウンド需要の回復に伴い、利用者の増加が続いてい

る。 

一方、同施設は宿泊機能を含む長期滞在型施設ではないことに加え、体験

プログラムの受入れ可能人数も少数で限定されていることなどから、成田空

港の機能強化に伴う更なるインバウンド需要を取り込める施設とはなってお

らず、また、地域への経済効果を十分に吸収できるとは言い難い状況にある。 

ついては、房総のむらを含む周辺エリアの観光資源を効果的 

に磨き上げ、施設来訪者の滞在期間を長くさせられるよう、引き続き誘客機

能強化に向けた同施設の整備や、新たな体験プログラムの開発及び来館者の

更なる利便性向上に向けたサービスの拡充を要望する。 
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第６ 農林水産行政の充実強化について 

 

１ 農業の経営安定化に向けた継続的な支援及び拡充について（再掲） 

 

農業は今、高齢化による労働力不足、少子化に伴う担い手不足、耕作放棄

地の増加、農業生産資材の高騰、世界経済からの影響など様々な要因により、

厳しい状況が続いている。 

この状況は、農業を基幹産業とする町村での地域経済への悪影響、ひいて

は食料自給率の低下や食料安全保障の確保にも障害を及ぼす可能性があり、

多角的かつ継続的な取組みが必要不可欠となっている。 

ついては、強い農業と活力ある農村の実現に向け、意欲ある農業者が将来

にわたって安心して営農に取組むことができるよう、次の事項について要望

する。 

（１）農業生産資材の価格高騰に対し、農家の実質負担の軽減に効果的な支

援制度の積極的な取組みと充実・強化を図りつつ、恒久的な制度にする

こと。 

（２）生産コストの価格転嫁が十分に出来ていないことから、適正な価格形

成に向けた仕組みの構築を継続的に図ること。 
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２ 農業用排水路護岸整備について 

 

 二級河川南白亀川水系内谷川へ接続する農業用排水路である高根支線と八

積支線の護岸は土羽により整備されていることから、年々洗堀され堤体を保

てなくなっている。 

 近年増加する豪雨による洗堀や外来水生植物の繁殖も重なり、護岸の崩落

で地域住民の生活道路である側道を破壊する事例も発生している。 

 これらの排水路は、農業経営のみならず、住民の生活排水路も兼ねてお

り、住民生活になくてはならない設備である。 

 ついては、住民の安全安心な生活を確保するため、県営での事業として恒

久的な構造物による整備を行うことを要望する。 
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第７ 県土整備行政の充実強化について 

 
(道路) 

 

１ 墨入口交差点渋滞対策について 

 

 国道２９６号の墨入口交差点は、東関東自動車道酒々井ＩＣや大規模ショ 

ッピングセンターへのアクセスとなる主要交差点であるが、交通量が急激に 

増加し、酒々井町内東酒々井地区からの利用に支障をきたしている。 

ついては、渋滞解消を図るべく、国道の右折レーンの改良と併せ、接続す 

る主要地方道富里酒々井線の右折レーンの設置を含めた交差点の改良の推進 

を要望する。 

 

 

 

２ 一般国道３５６号郡県道踏切拡幅の早期完成について 

 

一般国道３５６号は、千葉県北部を横断する重要な幹線道路であり、ＪＲ

下総神崎駅に近接する郡県道踏切は、多くの歩行者及び車両が利用する踏切

である。 

しかし、歩道が整備されておらず、道路幅員も狭いことから、児童・生徒

をはじめとして、歩行者や自転車の横断が大変危険な状態であり、特に大型

車両のすれ違いの際には車両の対面通行が難しく、渋滞や事故の原因になっ

ている。 

このような状況下で、事業用地が令和４年度に確保され、事業着手となっ

た。 

ついては、道路利用者の利便性向上と安全のため、十分な予算の確保と、

早期完成を要望する。 
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３ 県道郡停車場大須賀線バイパスの早期完成と同路線の国道３５６号 

バイパスまでの接続並びに主要地方道成田下総線の延伸について 

 

 県道郡停車場大須賀線は、神崎町の住宅団地を通過し、国道５１号と国道

３５６号を結ぶ重要な幹線道路である。 

ついては、次の事項について要望する。 

（１）現在事業中の立野工区については、事業促進を図ること。 

（２）本路線を国道３５６号バイパスまで延伸することは、県内道路網の整

備や災害時の代替え路を確保するうえで必要不可欠であり、用地も大部

分が確保されていることから、早期に事業着手すること。 

（３）成田市名木地先から神崎町立野地先までは、平成２２年度から市道・

町道成田神崎線として、成田市と神崎町が事業主体となり社会資本整備

交付金を活用し事業着手している。市町道の完成後には県道に認定し、

主要地方道成田下総線の成田市名木地先から国道３５６号バイパスまで

（仮）県道成田神崎線として延伸すること。 
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４ 成田国際空港を拠点としたアクセス網整備について 

 

成田国際空港（以下「空港」という。）については、発着容量５０万回に  

向けた第３滑走路の整備をはじめとする更なる機能強化の方策について協議

されている。 

空港の機能強化が進み、旅客数や貨物量が飛躍的に増加してきたことに 

伴い、空港周辺道路への負担も増大している中、地域によって道路等の   

インフラ整備に格差があり、空港との共生・共栄を図る上で、また首都圏  

中央連絡自動車道（以下「圏央道」という。）の波及効果を享受するために、

空港を拠点としたアクセス網等の整備が急務となっている。 

ついては、空港南部地域の発展に寄与する次の事項について適切な措置を

講じるよう要望する。 

（１）国道２９６号の４車線化整備 

（２）主要地方道成田小見川鹿島港線の排水及び歩道整備 

（３）主要地方道成田松尾線（延伸）及び（仮称）滑走路横断道路の整備 

（４）主要地方道横芝下総線（多古町飯笹地先）の道路改良 

（５）圏央道から空港内へ直接乗り入れする規格の高い道路の整備 

（６）圏央道の早期整備促進 

（７）圏央道から空港へ直結する新たなＩＣの整備促進 

（８）主要地方道飯岡一宮線から銚子連絡道路横芝光ＩＣを経由して空港に

至る県道の整備 

（９）主要地方道横芝上堺線から主要地方道横芝下総線バイパスを経て空港

に至る県道の整備 

（10）主要地方道多古笹本線飯土井橋歩道橋の早期整備 

（11）県道多古栗源線バイパスの整備 

（12）主要地方道八日市場八街線から国道２９６号に接続する道路（（仮称）

第二はにわ道）の整備 

（13）圏央道インターチェンジである多古ＩＣから大里交 

差点までの４車線化の用地買収が現在進められているが、成田空港への 

東西軸のアクセス路として、一般県道八日市場佐倉線にも同様に交通負 

荷が想定されるため、車道の拡幅と歩道の設置を要望する。 
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（14）主要地方道成田松尾線の国道２９６号岩山交差点から県道成田成東線 

までの４車線化整備のうち、成田空港への南北軸のアクセス路として、 

先行して国道２９６号岩山交差点から芝山町山田交差点間の早期４車線 

化の整備を要望する。 

 

 

 

５ （仮称）新九十九里大橋の早期完成について 

 

主要地方道飯岡一宮線は、旭市から一宮町までの九十九里浜沿岸地域を 

結ぶ重要な路線であり、沿岸地域住民の日常生活だけでなく、産業、観光等

など県土発展に欠くことのできない幹線道路として機能している。 

しかしながら、九十九里町の片貝漁港付近では、県道がクランク状に曲が

り、幹線道路として未整備な状態となっており、これを解消するため、県で

は（仮称）新九十九里大橋を含むバイパスを計画しているところである。 

また、国においては片貝漁港の再整備も計画されており、片貝漁港周辺地

域の更なる発展が期待されている。 

このバイパスの完成により、幹線道路としての円滑な交通の確保はもとよ

り、成田方面への交通アクセスの向上、九十九里沿岸の地域活性化、津波対

策の向上等、県土全域の発展に寄与することから、本格的な事業化を行い早

期の完成を図るよう要望する。 

 

 

 

６ 県道南総一宮線の整備促進について 

 

現在の南総一宮線は、国道１２８号との接続部分が一方通行となっており、

特殊かつ、不便をきたしている。 

地域高規格道路茂原一宮道路（長生グリーンライン）と国道１２８号を結ぶ

予定である、県道南総一宮線（一宮バイパス）の道路改良事業については、地

域防災の観点からも非常に重要であり、整備促進、早期完成を要望する。 
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７ 旧千葉県原種農場跡地の有効活用と一般県道茂原環状線の延伸について 

 

長生村にある県有地（旧千葉県原種農場跡地・農地）の約１６ｈａが実質

未利用となっており、周辺住民からは有効活用したい旨の問い合わせや、企

業から当該土地に進出したい旨の相談が数多く寄せられている状況である。 

当該土地は一般県道茂原環状線（以下「茂原環状線」という。）に隣接して

おり、企業誘致等による雇用促進の場、地域経済の発展の場として大いに期

待できる立地条件であることから、一刻も早く当該県有地の有効活用を図る

よう要望する。 

また、隣接する茂原環状線は、国道１２８号との交差点で停滞している状

況であり、道路ストック効果、企業立地の進展、物流の効率化、雇用の増加

等を考慮し、この茂原環状線を長生グリーンラインの進捗に併せて、長生グ

リーンライン睦沢町北川橋付近まで延伸するよう要望する。 

 

 

 

８ 県道茂原白子バイパスの建設促進について 

 

県道茂原白子バイパスは、圏央道茂原北インターチェンジへのアクセス向

上を図るとともに、九十九里方面への観光客の誘致による観光振興の更なる

発展が期待される。加えて、切迫する巨大地震に伴う津波発生時の重要な避

難路としての役割も年々高まっており、地域住民は一日も早い完成を強く待

ち望んでいる。 

しかしながら、事業化されて３０年以上経過してもなお、工事の進捗率は

極めて低いため、県道茂原白子バイパスの開通を見据えた土地利用計画を含

むまちづくりが進められない状況である。 

ついては、本路線の重要性を鑑み、より一層の事業推進を図り、事業費の

増加及び早期完成を強く要望する。 
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９ 県道日吉誉田停車場線の道路整備について 

 

県道日吉誉田停車場線は、３本の主要地方道（五井本納線・千葉茂原線・

市原茂原線）を結ぶ主要な路線であり、近年特に観光目的の車両や物流関連

の大型車両の交通量が著しく増加している。 

しかし、未だに一車線の狭隘区間においては、すれ違いに苦慮する箇所も

いくつかあり、特に地域の学童は極めて危険な状態での通学を強いられて 

いる状況である。 

加えて、新たな首都圏中央連絡自動車道スマートインターチェンジ（以下

「ＳＩＣ」という。）である茂原長柄ＳＩＣが令和２年２月に供用開始し、近

接する本路線の重要度は益々増加する一方、脆弱な路線への不安も一層増し

ている。 

ついては、本路線と茂原長柄ＳＩＣが一体的な機能を果たすため、全線の

改築事業化を要望する。 

 

 

 

１０ 四県道の通学路交通安全対策（局部改良・歩道整備）の実施について 

 

県道長柄大多喜線、長柄町長柄山地先の一部区間（Ｌ≒２００ｍ）は未だ

センターラインもないことから、大型車両の通過時は交互通行をしており、

交通弱者である歩行者・自転車の通行は極めて危険な状態である。 

また、県道日吉誉田停車場線、長柄町山根地先は、一部区間（Ｌ≒１５０

ｍ）が未改良で、特に朝夕の通勤・通学の時間帯、路側部を歩行者・自転車

が危険にさらされながら通行している。 

更に、主要地方道市原茂原線、長富地先（Ｌ≒２００ｍ）は歩道の形態は

あるが、安全に歩車道が分離されておらず、特に学童の通行は危険な状態で

ある。 

加えて、町内２小学校の統合が決定し、主要地方道千葉茂原線沿線の長柄

中学校敷地内に新たに設置されることとなったが、国府里地先の一部区間（Ｌ

≒４００ｍ）で歩道が設置されておらず、学童・生徒の通行は危険な状態で

ある。 
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ついては、昨今の状況を踏まえ、この４箇所は学童・生徒の通学路でもあ

ることから、早期整備を要望する。 

 

 

 

１１ 県道南総一宮線（南郷トンネル）の道路整備について 

 

長南町水沼地先の県道南総一宮線は、幅員が狭く待避所による交互通行や

見通しの悪いカーブがあり、交通弱者である歩行者等が危険にさらされてい

る状況にある。 

特に、明治４５年に建設された市原市との境にある「南郷トンネル」は、

乗用車同士の交互通行が不可能であり、観光バスなど大型車両の通行にも支

障をきたしている。 

本路線は、首都圏中央連絡自動車道（以下「圏央道」という。）の市原鶴舞

ＩＣにアクセスする主要道路として、観光及び圏央道の整備効果を波及させ 

るなど重要な役割を担っていることから、「南郷トンネル」をはじめとする

道路整備事業の促進を要望する。 

       

 

 

１２ 国道２９７号及び国道４６５号の道路ネットワーク等の早期整備 

について 

 

国道２９７号及び国道４６５号は、中房総地域の新たな観光資源の開発や

産業の活性化等、重要な役割を担っている。 

更に、緊急輸送道路に指定されており、地震だけでなく、さまざまな自然

災害が起きた場合において、避難、救助をはじめ、物資の供給など広範囲な

活動をするための路線として非常に重要である。 

しかし、通勤や観光等に起因する交通渋滞が慢性的に発生しており、また、

改良工事は進められているものの未だ狭隘かつ曲折箇所が多いことから、通 

学児童や日常生活で利用する歩行者にとっては危険な状態が続いている状況 

にある。 
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ついては、交通渋滞の解消を図るため、バイパス整備など地域の連携を促

す道路ネットワークの強化及び地域住民の暮らしを支える生活道路としての

道路拡幅や歩道整備等の早期整備を要望する。 

   

 

 

１３ 県道勝浦布施大原線に係る県単道路改良事業（一般リゾート）の 

早期完成について 

 

県道勝浦布施大原線は、国道１２８号に次ぐ主要道路ともいえる路線であ 

り、いすみ市まで延びている広域農道と御宿町、勝浦市を結ぶ広域性が非常

に高い路線である。 

同路線の改良工事は、平成元年に着手され、近隣市町はもとより夏季の渋 

滞緩和対策としても有益な事業であることから、関係機関から早期実現を望 

まれ、一部進捗は図られているが、着手から約３０年以上が経過しても、未 

だ完成の目処がたたないまま現在に至っている。近年、用地に関しては、一部

区間について、無事解決し、現在は、道路修正設計が進められている。 

また、近年、圏央道の開通に伴い、本事業の早期完成は広域的な道路整備

計画の達成のみならず、外房地域における活性創出と大規模災害時の防災道

路としても非常に重要な役割を果たすことが期待される。 

ついては、本事業の早期完成を図ることを要望する。 
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（海岸・河川） 

 

１４ 二級河川真亀川の治水対策について 

 

洪水などの自然災害から住環境を守る役割を果たす重要な河川である真

亀川は、河口から約２．５ｋｍ付近まで土砂が堆積している状況であり、特

に河口付近は堆積が著しく、台風などの大雨時には河川水位が上昇し、内水

面の排水が困難となることから、たびたび周辺道路や宅地への浸水被害が発

生している。 

ついては、これらを未然に防止するため、河道掘削の実施及び河口に突堤

などを設けることで機能強化を図り、堆積しにくい構造とすることで適切な

治水対策を図るよう要望する。 

 

 

 

１５ 二級河川栗山川の河川改修について 

 

栗山川は水道水や工業・農業用水の導水路として、千葉市、館山市等へ用

水を供給し、広域的に影響のある重要な河川である。 

しかし、上流部では、河床洗堀が著しく橋梁や樋管の基礎部が露出するな

どの被害が生じ、また、この流出土砂が中流部において堆積し、河床が上昇

して排水障害を起こしている。 

現在、河川整備が進められているが、暫定での整備も未だ完了していない

状況にあり、台風などによりたびたび増水し床上浸水や農作物の被害がある。 

ついては、栗山川の治水対策のための早期改修を要望する。 
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１６ 二級河川南白亀川下流部に堆積する牡蠣殻の除去について 

 

二級河川南白亀川の流域は、６市町村にまたがり、地域の社会・経済・文

化の基盤をなし、特に豪雨の際は、流域の排水を一手に担い災害を防ぐ重要

な河川である。 

下流部では、南白亀川漁業協同組合によるシラスウナギなどの採捕やアオ

ノリ養殖が営まれているが、近年、河口近くの旭橋橋脚を中心に牡蠣殻の堆

積が年々増加し、正常な流水の阻害により水質汚濁や河川環境への悪影響が

懸念され、魚類などの生態系の破壊が危惧されている。 

このような状況から、千葉県において対策は講じられているが、その対策

を上回る速度で牡蠣殻の堆積が進んでいる。 

ついては、地域防災及び漁業の振興など、地域における南白亀川の効果的

な利活用を図るため、牡蠣殻の早急な除去を要望する。 
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第８ 教育行政の充実強化について 

 

１ 教育における地域格差の是正について 

 

学校教育の現状については、「家庭の経済的な格差」に加え、「生まれ育っ

た環境による格差」が挙げられており、全ての児童生徒に対し、充実した学

校教育が平等に行きわたるよう、自治体間における教育環境の格差を是正す

ることが急務である。 

また、教育現場についても、教職員の働き方改革による負担の軽減、及び

ＩＣＴの導入による業務の合理化を推進し、教職員不足問題を解消するとと

もに、次世代の教育現場を担う人材育成に注力する必要がある。 

ついては、次の事項について要望する。 

（１）休日の部活動地域移行について、実施主体となる小規模団体への運営 

費や指導者設置に対する財政支援等の充実を図り、活動に係る生徒や保

護者負担を軽減すること。 

（２）児童生徒の使用するＰＣ端末(以下「端末」と記載する。)のみならず、

教職員が使用する端末についても、更新費用への補助制度を創設するこ

と。 

また、教職員の業務効率の向上を目的とし、最低でも県内の教育事務

所の範囲で統一的な端末の配備、並びに、教職員同士の情報共有を図る

ためのＩＣＴ環境の総合的整備費用についても予算化の上、地域格差の

解消を図ること。 
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２ 小中学校での特別支援教育支援における学習支援員等の配置に係る 

新たな補助金制度の創設について 

 

特別な支援を必要とする児童生徒が年々増加傾向にある中で、今や学習支

援員及び介助員は小中学校現場に欠かせない存在になっている。 

特別な支援を必要とする児童生徒が増加傾向にあることから、教員だけで

なく事務員、用務員までも動員して児童生徒を指導しており、さらに、学習

支援員、介助員、スクールカウンセラーを市町村が独自に配備している自治

体もある。 

ついては、小中学校での特別支援教育支援における学習支援員、介助員等

を配置するための県独自の補助金制度を創設することを要望する。 

   

 

 

３ 学校給食費無償化事業の制度拡充について 

 

現在、多子世帯の経済的負担の軽減を目的に県事業を活用し、千葉県全て

の市町村で第３子以降無償化事業が進められている一方で、「学校給食費完

全無償化」や「ひとり親家庭の無償化」等が行われている市町村も存在して

おり、財政力によって制度に格差が生じている状況である。 

子育て世帯が抱える経済的な負担を解消し、安心して子どもを産み育てる

社会を創るためには、教育の機会均等の理念からも、居住する市町村によっ

て負担する教育費に著しい格差を生じさせることは不適当であるものと考え

ることから、学校給食費の完全無償化に向け、新たな補助制度の創設につい

て、国に働きかけを行うとともに、千葉県独自に実施している公立学校給食

費の無償化事業の制度拡充など、さらなる支援を要望する。 
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